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午後1時～３時(登録講習修了者は午後1時10分～３時)

平成27年７月1日(水)～７月15日(水)
(午前９時３０分から) (午後９時５９分まで)

平成27年７月11ﾖ(水)～７月31日(金)
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平成27年７月1日(水)～7月31日(金)

CZD7,0oo円－ZI平成27年12月２日(水)

CZXZ● Tel.048･822･7926/048･830･7414

　　　　公益社団法人　埼玉県弘済会　　　　諮問こご雲響フヅ4-21県職員会館4F

●県内５９書店／　･くまざわ書店１５店舗･いけた書店４店舗・須原屋８店舗・リプロ

５店舗・紀伊一服書店４店舗･未来屋書店４店舗･Ｗｏｎｄｅｒ ＧＯＯ ４店舗・旭屋書店

３店舗･文教栄書店２店舗一宮脇書店２店舗・Ξ省営書店大宮店･プックファーストルミ

ネ川越店・オリオン書房所沢店･明文堂書店イオンレイクタウン越谷店・プックエースア

リオ深谷店・ジュンク堂書店大宮高島屋･會楽和光店･ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

県機関21ヵ所／県土整備事務所８ヵ所　・建築安全センター３ヵ所

・県税事務所３ヵ所　・県立図書館２ヵ所　・その他県機関５ヵ所

霞が関政府刊行物センター

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会･17ヵ所

(公社)全日本不動産協会埼玉県木部／各支部15ヵ所

〔公社〕埼玉県弘済会

－埼玉県で受験できる方は、

　埼玉県内に住所を有する方に限ります、

指定試験機関　http://www.retlo.or.jp

（一刻）不動産適正取引推進榛檎



●宅地建物取引士とは

◆多くの人にとって、マンションや一戸建など不動産の購入は、一生に一度の

　大きな買い物であり、とても重要な事柄です。その大切な不動産の取引に

　ついて、消費者のｲ呆護の立場から、物件に関する重要事項の説明などを行う

　のが宅地建物取引上です。

◆このように宅地建物取引上は、不動産取引の専門家として重要な役割を担っ

　ており、宅地建物取引業者（一般的にいう不動産業者のことです｡）の従業員

　５人につき１人以上の割合で設置が求められるなど、不動産業界で活躍する

　ためには必須の［笠l家資格となっています。

◆また、宅地建物取引士の資格＊は、金融機関をはじめとする多くの企業にお

　いても高く評価されています。そして、拡大する不動産投資市場においても、

　基礎となるスキルを身につける上で不可欠な資格となっています。
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＊宅地建物取引士の資格登録をしている者→全国で約94万人(H26年３月末現在)

　(平成27年４月１日より、｢宅地建物取引主任者の登録｣は｢宅地建物取引士の登録｣に名称が変更されています｡)
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●宅地建物取引士資格試験(宅建試験)とは

◆宅地建物取引士資格試験は、不動直取引の専門家である宅地建物取引上に必要な知識を問う試験で、

　内容は宅地建物取引業法のみならず、不動産取引に密接に関連する民法等の法令など多岐にわたり、

　チャレンジしやすい資格試験としても知られています。
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◆宅地建物取引士資格試験は、一度合格すると一生有効です。ただし、宅地建物取引士として実際の仕事に

　従事する場合には、都道府県知事への登録・取引士証の交付を受けることが必要となります。
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●受験資格

●実施時期

●試験地

●試験内容

年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。

年１回（10月第３日曜日）

原則として、居住している都道府県内の試験場

１．宅地建物取引某法などの宅地建物取引業者を規律する法令

2.民法、借地借家法などの不動産取引の基本となる法令

3.都市計画法、建築基準法などの土地・建物を制限する法令

4.所得税法、地方税法などの上地・建物に対する税を規定する

　法令

5.地価公示法、不動産の鑑定評価などの宅地一種物の価格の

　評定に関する法令や知識

6.不当景品類・不当表示防止法などの不動産の需給に関する

　法令や実務の知識

7.土地・建物に関する知識
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発行：一般財団法人不動産適正取引推進機構

TEL:03'3435'8181　URL:http://www.retio.orgp
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